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1NCE株式会社の IoTサービスに関する一般取引条件 

（バージョン 2024年 2月現在） 

 
第1条 適用範囲 

1. 以下の一般取引条件（以下「GTC」といいま

す。）は、東京都港区六本木3-6-9を本店所在

地とする1NCE株式会社（以下「1NCE」とい

います。）とお客様との間で締結された

machine-to-machine（以下「M2M」といいま

す。）及びInternet of Things（以下「IoT」と

いいます。）のアプリケーション用モバイル

通信サービス並びに関連サービス（以下総称

して「本サービス」といいます。）の提供に

関連するあらゆる契約に適用されます。 

2. 1NCEによる本サービスの提供は、本GTCの適

用下においてのみ行われるものとします。本

GTCと矛盾する、逸脱する、又は補足するお

客様の規約の適用は排除されます。 

3. 1NCEは、本サービスを、自己の業務の遂行

（お客様がサービスを自己のエンドユーザー

に提供する際に利用することを含みます。）

に関連して利用する企業に対してのみ提供し

ます。1NCEは、本サービスを消費者に直接提

供しません。事業者以外の消費者が本サービ

スを直接利用することは一切禁止されていま

す。 

第2条 契約の締結 

1. 1NCEによる本サービスの提供に関して行って頂

く申込みは、注文のみを意味するものであって、

拘束力のある契約の締結を意味するものではあ

りません。 

2. お客様は原則として、1NCEのウェブショップ

経由で注文を行うものとします。但し、1NCE 

は、場合により、書面（電子メールを含みま

す。）によるお客様の要求に応じて、記入・署

名済みの注文書をお客様が1NCEに提出するこ

とを認める権利を有します。お客様側は、その

ような発注形式の権利を有しません。注文によ

り、お客様は、契約を締結するための拘束力の

ある申込みを提出します。 

3. お客様は、注文に関連して、真実かつ正確な情

報のみを提供することを遵守するものとします。

さらに、お客様は、注文に関連して、真実かつ

完全な識別情報及び本サービスの利用予定に関

する情報を1NCEに提供することを遵守するもの

とします。 

4. 1NCEが注文確認書（order confirmation）を発

行してお客様の注文を受諾した時点、又は遅く

とも1NCEが本サービスの履行（すなわち、IoT 

SIMのアクティベーション）を開始した時点に

初めて、1NCEとお客様との間で契約（以下

「本契約」といいます。）が締結されます。疑

義を避けるために付言すると、1NCEは、お客

様によるいかなる注文も受理する義務を負わな

いものとします。 

5. 本第2条で言及される両当事者のあらゆる意思表

示については、書面（電子メールを含みます。）

で行うことで足りるものとします。 

第3条 1NCEの履行義務/修正権 

1. 本サービスには、単一サービスとして提供さ

れる次のサービス要素が含まれます。 

a) お客様が低帯域幅のモバイルデータ接続、

追加のネットワークサービス、その他の関

連サービスを利用できるM2M/IoTアプリケ

ーション向けモバイル通信へのアクセスの

提供。これは、携帯電話番号及び追加識

別番号（国際携帯電話加入者識別番号

［IMSI］、携帯電話加入者統合サービスデ

ジタルネットワーク番号［MSISDN］、集積

回路カード識別子［ICCID］など）を派生的

に割り当てること、並びに割り当てられた

番号で符号化したIoT SIMカード又はIoT 

SIMチップ（本GTCではいずれの場合も

「IoT SIM」といいます。）をお客様に提供

することを通じて行われます。 

b) 日本並びにサービス説明書に定めるその

他の国又は地域における関連モバイルネ

ットワーク事業者間の既存の合意に基づく

低帯域幅モバイルデータ通信サービスへ

のアクセスの提供。 

c) 追加のネットワークサービス及びその他の

関連サービスの提供。特に、SMS（ショー

トメッセージサービス）メッセージの送受信

及びソフトウェアベースの接続管理プラット

フォームの提供の可能性を含みます。

1NCEは、カスタマーウェブポータル経由

で、又はお客様が自己の責任の範囲内で

お客様のシステムの完全な互換性を保証

し、1NCEのアプリケーションプログラミン

グインターフェース（API）を用いることによ

り、お客様が自らの費用でお客様のシステ
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ムに当該アクセスを統合できることを条件

として、このプラットフォームへのアクセス

をお客様に提供するものとします。 

d) サービス説明書に詳細に記載されたソフト

ウェアサービスの提供。 

本項に基づく本サービスの正確な範囲は、それぞ

れの場合において、本 GTC に別紙として添付さ

れているサービス説明書（本GTCではそれ

ぞれの場合において「サービス説明書」といいま

す。）により決定されるものとします。サービス説

明書は、本GTCの第 3条第 2項及び第 3条第 9

項に従い、契約期間中に変更される場合がありま

す。変更は、合理的に実行可能な範囲で、通常変

更が有効になる 1 か月前に 1NCE からお客様に

事前に通知されます。 

2. 1NCEは、その技術的な能力及び運用上の能力

の範囲内で本サービスを実施します。本GTC

の第3条第1項第a号及び第b号に定めるモバイ

ル通信サービスは、認可を受けたモバイルネ

ットワーク事業者が提供する卸売サービスに

基づき、1NCEが提供するものです。また、

1NCEは、本GTCの第3条第1項第c号及びd号

に定める追加ネットワークサービス及びその

他の関連サービスの個々の部分を提供するた

めに、技術サービスプロバイダーとして下請

業者を使用しています。1NCEは、それぞれの

モバイルネットワーク事業者の当該サービス

の種類と範囲、特に利用可能なそれぞれの伝

送技術（たとえば、ある国において特定のモ

バイル通信規格が廃止された場合、サービス

説明書の第2条第3項第1号に従い、1NCE対象

国一覧の最新版を参照してください。）が異

なる可能性があること、さらに個々の利用可

能な伝送技術により、特定のネットワークサ

ービスやその他の関連サービスを利用できな

い場合があるという点を留保します。お客様

は、ご自身のデバイスの技術的能力、及びそ

れぞれ利用可能な伝送技術及びネットワーク

に接続する能力について、単独で責任を負う

ものとします。これには特に、利用可能なモ

バイル通信規格が変更された場合、当該デバ

イスが引き続き利用可能なモバイル通信規格

に基づいて適切に通信できるように、必要に

応じて当該デバイスを再設定するお客様の義

務が含まれます。特定の国における規制要件

により、たとえば、現地の要件により、いわ

ゆる「恒久的ローミング」（3か月など指定期

間経過後のローカル以外のIMSIリソースの使

用）が許可されないか、又は、経済的に正当

な方法で実施できない場合があります。いず

れかの国において、関連する法的若しくは公

式の禁止措置、又は、関連する要件が存在す

る場合、1NCEは、かかる国において恒久的ロ

ーミングによりモバイル通信サービスを提供

する義務を負いません。 

3. 1NCEの履行義務は、以下の期間に限定されま

す。 

a) 本GTCの第3条第5項に基づくIoT SIMの

使用期間（以下「使用期間」といいま

す。）。 

b) IoT SIM 1枚当たり500MBの消費可能デ

ータ容量。 

c) IoT SIM 1枚当たり250通のSMS送信可

能件数。この場合、受信したSMS（モ

バイルデバイスでの受信-MT）と送信

したSMS（モバイルデバイスからの発

信-MO）のいずれによる容量の消費も

含まれます。さらに、1NCEは、1NCE

が使用する技術的ソリューションは、

端末デバイスとサーバー間（双方向）

のSMS送信のみをサポートしており、

2つの端末デバイス間におけるSMS送

信についてはサポートしていません

（第b号で参照されるデータ容量及び第c

号で参照されるSMS送受信可能件数は、

特に明記されていない限り、以下個別に、

また併せて「規定容量」といいます。）。 

お客様は、該当するIoT SIMの追加の規定容量を1回

又は複数回にわけていつでも購入する権利を有しま

す（本GTCの第5条第1項及び第5条第3項参照）。こ

れは、元の規定容量を完全に使い切る前であっても

行うことができます。該当するIoT SIMの使用期間は、

その後の追加規定容量の購入による影響を受けませ

ん。 

4. 最初の規定容量（データ容量若しくはSMS送

受信可能件数）又はその後お客様が購入した

別の規定容量を使用期間の終了前に使い切っ

た場合、IoT SIMは一時的に無効になり、その

後通知されるまで利用できなくなります。お

客様がその後購入した規定容量に対する料金

の支払いを受領した時点で、一時的に無効に

なっていたIoT SIMは1NCEにより直ちに再有

効化されます。本GTCの第3条第3項第1文第b

号及び第c号に従い、データ容量とSMS送受信

可能件数の両方を同時購入する方法でのみ、

追加の規定容量を購入することができます。 

5. 各IoT SIMの使用期間は10年間ですが、使用期

間のカウントは、1NCEがIoT SIMを発送した

日から3か月後に開始されます。但し、本GTC

の第3条第6項に基づき使用期間が早期終了す

るか、又はその時点の条件に基づき書面によ

る両当事者間の相互合意により、使用期間が

延長された場合は、この限りではありません。

https://1nce-prod.s3.amazonaws.com/cla2qgpyd000i0vpec96hdqhl/attachments/clbow93o504mp0vp83skod2pj-1nce-global-service-description-en.pdf
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使用期間の開始までの期間を、以下「猶予期

間」といいます。IoT SIMのアクティベーショ

ンは、IoT SIMがお客様に発送される前に行わ

れます。そのため、猶予期間中からIoT SIMを

全面的に使用することが可能になります。 

6. 次の場合、使用期間は自動的に早期終了しま

す。 

a) 該当するIoT SIMのデータ容量又はSMS

送受信可能件数を使用期間の終了前に

使い切った旨を1NCEがお客様に書面（電

子メールを含みます。）により通知してから

18か月以内に、お客様が追加の規定容量

を購入してない場合。 

b) 少なくとも18か月間、該当するIoT SIMに

よりデータの送信又はSMSの送受信が行

われていない場合。1NCEは、アクティベ

ーション期間の終了の30日前までにお

客様に通知します。 

c) 1NCEが提供する接続管理プラットフォー

ムにおいて、該当するIoT SIMをお客様が

最終的に無効にした場合。 

d) お客様が本サービスの禁止された利用を

含め、本GTCに違反している場合。 

7. IoT SIMは販売としてお客様に提供されるため、

IoT SIMは、お客様に引き渡された時点でお客

様の財産となります。本サービスの一環とし

て、また本GTCの規定に従って、1NCEが（a）

IoT SIMを無効化又はブロックする権利、又は

（b）継続してサービスを提供するためにIoT 

SIMに所定の設定変更を行うか、若しくはOTA

（Over the Air）リモートコントロールにより

IoT SIMにソフトウェア更新をダウンロードし、

インストールする権利は、契約の期間中は影

響を受けず、継続するものとします。リスク

が移転された時点から、IoT SIMの偶発的な紛

失又は偶発的な劣化のリスクはお客様が負う

ものとします。したがって、1NCEは、1NCE

の責に帰すべからざる状況により紛失若しく

は破損した、又は使用不能となったIoT SIMを

交換する義務を負いません。全ての規定容量

は、提供された特定のIoT SIMの使用に紐づく

ものです。したがって、上記の第4文の場合、

1NCEは、利用できなくなった残りの規定容量

を他のIoT SIMに移行したり、その他の払い戻

しを行ったりする義務を負いません。 

両当事者間で書面（電子メールを含みます。）による

別段の合意がない限り、IoT SIMをお客様の配送先

住所に送付する際には、CIP Incoterms®2020が適

用されるものとします。 

8. 保証及び責任の否認。お客様による本サービ

スの利用は、お客様ご自身の責任で行うもの

とします。本サービスは、明示又は黙示を問

わず、いかなる種類の保証もなく、「現状の

まま」かつ「利用可能な状態で」提供されま

す。明示、黙示、法定、その他のいずれによ

るものかを問わず、商品性、特定目的への適

合性、又は第三者の権利の非侵害に関する黙

示保証を含むがこれに限定されないあらゆる

表明及び保証は、適用法で許可されている最

大限の範囲において、1NCEにより放棄されま

す。サービス説明書で規定されたサービスの

水準に従うことを前提として、1NCEは、本サ

ービスの利用が安全であること、適時である

こと、中断やエラーがないこと、又はお客様

が使用する他のハードウェア、ソフトウェア、

システム、又はデータとの組み合わせで動作

すること、本サービスがお客様の要件及び期

待に沿うものであること、利用可能な製品及

びサービスにウイルスやその他の有害なコン

ポーネントが含まれていないことについて、

表明や保証を行いません。本サービスは、イ

ンターネット及び無線通信の使用に固有の制

限、遅延、その他の問題の影響を受ける場合

があります。1NCEは、このような問題に起因

する遅延、配送の失敗、その他の損害につい

て責任を負いません。1NCEは、チップカードが

使用されることとなる該当する法域においてお客

様又はお客様のエンドユーザーが本GTCの第4

条第3項に記載された適用法令の遵守を確保で

きなかったことに起因する損害又は損失につ

いて責任を負いません。1NCEは、政府当局の

命令若しくは指示に基づいて、又は、裁判所

の命令に基づいて、1NCEがチップカードのモバ

イル接続を無効とすることを義務づけられる場合

においては、かかるモバイル接続を無効としたこと

についてお客様又はお客様のエンドユーザー

に対して責任を負いません。損害賠償責任は、

本GTCの第8条の規定に従って制限されます。 

9. 運用上の理由及び/又は技術開発上の理由によ

り、1NCEは本サービスの基本的なパフォーマ

ンス特性の低下や減損がないことを条件とし

て、本サービスの仕様及び機能を変更し、そ

れに応じてサービス説明書を変更する権利を

有します。これにより、お客様が遵守すべき

システム要件が変更されることもあります

（本GTCの第4条第6項参照）。上記の第1文及

び第2文は、本サービスの提供に必要な基礎的

サービスを1NCEに提供する第三者が、そのサ

ービスを変更した場合、特に、特定の国で特

定のモバイル通信規格が将来利用できなくな

ることに関して準用されます。同様に、変更

の影響を受ける国において、より広帯域の、

又は少なくとも次に狭帯域のモバイル通信規

格が引き続き利用可能である限り、それぞれ
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の変更により、本サービスの基本的なパフォ

ーマンス特性が低下したり、損なわれたりす

ることはありません。 

10. 1NCEによる本サービスの提供は、本GTC及び

適用法令の規定に従うものとします。 

第4条 利用規約/お客様の協力義務 

1. お客様は、本GTC及びサービス説明書に従い、

また、該当する場合には1NCE又はその関連会

社との間の別途の契約に従い、自己の目的又

は第三者（エンドユーザー）に対してIoTソリ

ューションの必要不可欠な部分として提供す

る目的でのみ本サービスを利用できます。 

2. お客様は、1NCEの事前許可を得ずに本サービ

スを第三者に単独の利用目的で利用させたり、

その他の方法で第三者に直接譲渡したりする

ことを禁じられています。特に、お客様は、

ご自身が利用するために提供されたIoT SIMを

利用して通信サービスの提供者として活動す

る権利、及びモバイル通信サービス、スイッ

チングサービス、相互接続サービスを第三者

に提供する権利を有しません。 

3. お客様は、それぞれの使用場所において、お

客様による本サービスの利用に適用される全

ての関連法規（データ処理、データセキュリ

ティ、データ輸出法などの電気通信及びデー

タ保護規則を含みますが、これらに限定され

ません）を遵守するものとします。お客様は、

本サービスやIoT SIMが使用されるデバイスの

使用に必要な場合、当局又は政府機関から必

要な認可、同意、承認、ライセンス、許可を

得たり、登録を行ったりする責任を負うもの

とします。お客様は、そのエンドユーザーが

前述の要件のいずれかを遵守するようにさせ

るものとします。本サービスを濫用したり、

適用法に違反するその他の違法な方法で利用

したり、本GTCに違反して利用したりするこ

とはできません。特に、お客様は、違法又は

不道徳な内容を含む情報を送信したり、その

ような内容を参照したりしてはならず、その

顧客、代理人、下請業者、及び従業員にその

ような行為をさせないように努めるものとし

ます。 

4. 1NCEは、お客様が本GTCの第4条第3項に従

って負う義務に違反した場合、お客様の費用

負担で本サービスを停止及び/又は終了する権

利を有しますが、この場合、お客様は、この

点に関して合意済みの料金の支払義務を免除

されません。現地の規制を遵守しなかった場

合もチップカードの接続が切断される場合が

あります。 

5. お客様は、サービス説明書に定める本サービ

スの利用に関するシステム要件を遵守するこ

と、及び本GTC及びサービス説明書に定める

協力義務を遵守することを約束します。お客

様による上記の第1文に従ったシステム要件の

不遵守、特にネットワークセキュリティやネ

ットワークの完全性に有害な影響を及ぼすお

それがある場合（お客様がネットワークに非

対応の端末デバイスを運用する場合など）、

1NCEは、特に該当するIoT SIMをブロックす

る権利を有し、さらなる権利及び請求は影響

を受けないものとします。お客様はさらに以

下の義務を負います。 

a) お客様に提供されたIoT SIMの紛失につ

いて、不当な遅滞なく1NCEのカスタマ

ーサービスに通知すること。 

b) お客様の名前又は会社名、法的形態、

住所、請求書受領者に変更があった場

合、不当な遅滞なく書面（電子メール

を含みます。）で1NCEに通知するか、

その旨を、その通知権限を有する第三

者に1NCEに通知させること（本GTC

の第2条第3項第3文（後段）参照）。 

c) 個人のアクセスデータ（パスワードな

ど）の秘密を保持し、権限を有さない

人物がその情報を知った可能性がある

と疑われる場合は、不当な遅滞なく当

該データを変更すること、及び第3条第

1項第c号によるプラットフォームへの

アクセスを承認済みユーザーのみに許

可するよう確保すること。 

d) 本サービスに関連して使用される全て

のお客様データのバックアップコピーを合

理的な間隔で作成し、紛失又は破壊さ

れたお客様データを合理的な努力によ

り復元できるようにすること。 

e) 本サービスに関連して当局又は裁判所

から1NCEに対して情報提供の要請があ

った場合、1NCEが要求するお客様に関

連する情報を1NCEに提供すること、特

に1NCEが該当する情報提供の要請に応

じるために必要な文書及び情報を1NCE

に送信すること。 

6. 本サービスが、重要なインフラストラクチャー

又はその他の重要な組織・施設を監視・制御す

るために使用される場合、お客様は使用するデ

バイスにおいて、利用可能なすべてのRadio 

Access Technology（RAT）、ネットワーク、及び

ベアラの可用性を確保することが強く推奨され

ます。サービスの中断を防ぐため、お客様は、

可能であれば、少なくとも1つのフォールバック
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RATが常にアクセス可能であるようにしてくださ

い。 

7. お客様は、組織的犯罪集団、組織的犯罪集団の

構成員、組織的犯罪集団の関係法人、暴力団、

社会運動や政治活動を口実に犯罪行為を行う集

団等の反社会的勢力に該当せず、かつ今後も該

当しないことを確約します。反社会的勢力に該

当しないこと、反社会的勢力の代理人又は媒介

者となっていないこと、及び、お客様の役員又

は会社の経営を実質的に支配している者が反社

会的勢力に該当しないことを確約します。 

 

第5条 料金/お客様の異議申し立て 

1. お客様は、本GTCの第2条に従って両当事者間

で合意された本サービスの料金を支払うもの

とします。契約締結の枠組みの中で、お客様

は、1NCEが提供するさまざまな支払い方法を

選択できます。両当事者間で別段の合意がな

い限り、本GTCの第3条第3項第2文に基づく追

加規定容量の購入に対してお客様が支払うべ

き料金は、今回の購入時に有効な1NCEの価格

表により決定されるものとします。 

2. 別段の合意がない限り、全ての料金は、お客

様により前払いされるものとします。お客様

による支払いは、遅くとも請求書の受領後14

日以内に行う必要があります。 

3. IoT SIMの初回アクティベーション及び発送は、

IoT SIMに基づく料金（これには、IoT SIMの購

入価格及びそれぞれの元の規定容量の料金が

含まれます。）及びお客様が支払うべき追加

料金（IoT SIMの発送費用など）の両方の支払

金が完全に受領され、1NCEがそれを記録でき

るようになるまで、行われないものとします。

また、一時的に無効化されたIoT SIM（GTCの

第3条第3項第2文参照）の再アクティベーショ

ンは、お客様が購入した追加規定容量の支払

金が完全に受領されたことを1NCEが後日記録

できた時点で（この場合にのみ）速やかに行

われます。 

4. お客様が1回の注文で複数のIoT SIMを注文し

た場合、本GTCの第5条第3項に従って注文し

た全てのIoT SIMのアクティベーション及び発

送は、注文されたIoT SIMに関する全ての料金

の支払金が受領されたことを1NCEが記録でき

た時点で（この場合にのみ）一括して行われ

ます。1NCEは分納を行う義務を負っていない

ため、注文したIoT SIMの一部の数量に対する

アクティベーション及び配送は行われません。 

5. 全ての料金は日本円建てで、適用される税及

び手数料（これもお客様が負担するものとし

ます。）が加算されます。本サービスに関連

して日本国外で発生した税金、賦課金、関税、

及びこれらに類する料金は、お客様が負担す

るものとします。これは、サービスの受領者

が負担すべき、適用される物品・サービス税

にも適用されます。 

お客様は、1NCEが主張する支払請求を、争い

のない又は既判事項となった反対債権とのみ

相殺できます。お客様が主張する留置権につ

いても同様とします。日本国外へ配送する注

文について、お客様は輸入通関の責任を負い、

仕向地において適用されるあらゆる料金、関

税、及び税金を負担するものとします。 
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第6条 契約期間/解除 

1. 本GTCは、1NCEがお客様に対して注文確認書

を発行した日又は遅くとも1NCEが本サービス

の履行を開始した日である発効日に開始し、

いずれかの当事者が解約するまで無期限に継

続するものとします。 

2. 個々のIoT SIMに関する契約関係は、以下に従

って、理由なく解除できます。 

a) お客様は、通知期間なしにいつでも解除

できます。 

b) 1NCEは、使用期間の終了以降は、2週間

の通知期間をもって解除できます。 

3. 1NCEは、以下の状況が発生した場合、お客様

への事前の通知なしに直ちに本契約を解除で

きます。 

a) お客様が本GTCについて重大な違反を犯

したため、1NCEがお客様に通知を行った

が、当該通知後21日以内にお客様がこれ

を是正しないとき。 

b) 破産申請、仮清算、債権者との和解若しく

は整理（支払能力を有する再編に関する

場合を除きます。）、裁判所への支払猶予

の申請若しくは取得、清算（自発的か裁判

所の命令によるかを問わず、再編による

支払能力の承継に関する場合を除きま

す。）、資産に対する管財人の選任、又は

事業の停止に関連して、お客様若しくはユ

ーザーがお客様に対する何らかの措置若

しくは行為を行ったとき、又は他の法域で

行われる場合は、当該法域における類似

の手続きに関連してお客様若しくはユーザ

ーが何らかの措置若しくは行為を行ったと

き。 

c) お客様又はユーザーが、その事業の全部

又は重要な部分の遂行を停止するか若し

くは停止するおそれがあるとき、又は中断

するか若しくは中断するおそれがあるとき。 

d) お客様が本GTC第4条第7項に違反したと

き。 

4. 未払金は、契約関係が終了しても影響を受け

ません。該当するIoT SIMに関して、契約解除

時に存在する可能性のある未使用の規定容量

については、お客様に補償の支払いは行われ

ません。 

5. 有効に解除を行うには、書面（電子メールを

含みます。）により行う必要があります。 

第7条 使用権/第三者の知的財産権 

1. 1NCEが本サービスの範囲内で使用するための

ソフトウェアをお客様に提供する場合、1NCE

は、それぞれの契約期間中に当該ソフトウェ

アを使用する非独占的権利をお客様に付与し

ます。この使用権は、譲渡はできず、本GTC、

サービス説明書及び利用規約から生じる制限

の対象となります。ソフトウェアを使用する

ための追加の権利は、お客様に付与されませ

ん。同様に、強行法規で義務付けられている

場合を除き、ソフトウェアを編集する権利は

お客様に付与されません。 

2. 前項で言及された使用権に関して、第三者の

知的財産権の侵害が主張されるか、又は主張

されるおそれがある場合、1NCEは、自らの裁

量及び費用負担で、お客様の継続的な使用権

を確保し、又は知的財産権の侵害を防止する

ためにソフトウェアを修正し、若しくはソフ

トウェアの提供を一時的に停止する権利を有

します。GTC、サービス説明書、または利用

規約の規定に違反した、お客様によるソフト

ウェアの無許可の修正またはお客様によるそ

の他の使用に関する侵害の範囲において、お

客様の請求は除外されます。 

第8条 責任 

1NCEとお客様との間における契約関係に起因

又は関連する損害賠償及び/又は費用の弁済に

関する 1NCEの責任は、次の制限に従うものとし

ます。 

1. 1NCE及びお客様の責任 

本GTCに明示的な定めがある場合を除き、いず

れの当事者も、本GTCの条件のいずれかに起因

する、又は本契約に基づく履行に関連する間接損

害、付随的損害、又は派生的損害（使用不能、逸

失利益、事業の中断又は喪失、信用の喪失、収

益の喪失、機会の喪失に起因する損害を含みま

す。）については、他方当事者に対して一切責任

を負わないものとします。前述の責任の制限及び

損害賠償の排除は、（1）当事者がそのような損害

の可能性について、実際の知識又は推定的な知

識を有していた場合、又は有していたはずである

場合でも、（2）請求が契約違反、保証違反、不法

行為（過失を含みます。）、製造物責任、厳格責任

その他のいずれに基づいているかにかかわらず、

また（3）当該排除により本契約における限定的な

救済方法の本質的な目的が達成されなくなる場

合でも、適用されるものとします。 

2. 1NCEに対するお客様の補償 
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適用法で許可されている最大限の範囲において、

お客様は、税金、関税、手数料の不払い、本契約

に基づくお客様の義務の履行若しくは不履行に関

連してお客様を原因として生じる財産の損害につ

いて、あるいはお客様の過失、無謀、故意の違法

行為、詐欺若しくは不誠実を含め、お客様が法律

を遵守しなかったことに起因又は関連するあらゆ

る種類の請求、賠償責任、担保権、要求、義務、

法的手続き、訴訟又は訴因（かかる損失が本契

約に基づき補償される当事者に部分的に起因す

るか否かを問いません。）から生じる、又はこれら

に関連するあらゆる損失について、1NCE及びそ

のそれぞれの取締役、役員、従業員、代理人及び

代表者を防御し、補償し、損害を与えないものとし

ます。 

第9条 履行義務の制限：不可抗力/供給の可用性に関す

る留保 

1. いずれの当事者も、不可抗力により履行が妨

げられた場合、その履行について責任を負い

ません。これには、特に、悪天候、洪水、地

滑り、地震、嵐、落雷、火災、疫病、流行病、

テロ行為、軍事敵対行為の勃発（宣戦布告の

有無は問いません。）、暴動、爆発、ストラ

イキ、その他の労働不安、破壊行為、エネル

ギーの供給停止、政府当局による収用など、

予測不可能で回避不能、かつ両当事者の支配

が及ばない事象が含まれます。 

2. 1NCEの履行義務は、1NCEの供給業者が提供

する製品又は事前履行による供給が適切かつ

適時に利用可能であることも前提条件となり

ます。但し、これは、1NCEが適切な注意を払

い、各供給業者と矛盾の生じないカバー取引

を行っており、不適切又は適時でない供給が

1NCEの責に帰すべきではないことを条件とし

ます。上記の第1文にいう製品又は事前履行に

は、1NCEが他の電気通信サービスの供給業者

から調達したサービス又は伝送ライン、ハー

ドウェア若しくはソフトウェアの供給、又は

第三者からのその他の技術サービス（電力供

給など）が含まれますが、これらに限定され

ません。 

第10条 データの保護/秘密保持 

1. 両当事者は、契約関係の構築及び履行に関連

して、適用される法規定、特に適用されるプ

ライバシー法又はデータ保護法の規定に従い、

他方当事者から送信された個人データを処理

することを約束します。 

2. また、両当事者は、契約関係に関連して受領

当事者が認識することになったその他全ての

秘密情報を極秘として扱い、当該情報を無期

限に第三者に開示しないことも約束します。 

3. お客様は、1NCEのプライバシーポリシーに同

意し、1NCEは、そのプライバシーポリシーに

従って個人情報を取り扱います。 

4. 1NCEは、決済代行会社であるStripe Pay-

ments Europe Ltd.（住所：The One Building, 1 

Grand Canal Street Lower, Dublin 2, Ireland）

（以下「Stripe」といいます。）に支払手続き

を委託します（本GTCの第5条第1項及び第5条

第2項参照）。支払手続きの過程でお客様から提

供された全ての（個人）データは、Stripeが処理し、

また、場合によりStripeが直接収集することもあり

ます。Stripeによるデータ保護の詳細については、

Stripeのプライバシーポリシーを参照してください

（ 現 時 点 で の 掲 載 先 ：

https://stripe.com/de/privacy）。 

5. 1NCEは、全てのお客様と契約関係を履行する

枠組みの中で生じる利用データを、匿名かつ

集計された形式で独自の統計目的で使用しま

す。これは、ネットワーク容量計画に加え、

1NCEが提供するサービスの継続的な品質保証

と改善のために行われます。 

6. お客様は、本サービスの利用を通じて送信さ

れるあらゆるデータに適切なセキュリティ対

策を実施することについて、お客様が責任を

負うことを認めます。お客様は、本サービス

の利用によるデータの喪失又は侵害による損

失について、単独で責任を負います。上記に

かかわらず、1NCEは、本サービスの利用を通

じて送信されたデータの秘密性及び完全性を

保護し、本サービスへの第三者による不正な

アクセスを防止するために設計された保護措

置を維持するために、商業的に合理的な努力

を払います。 

第11条 通知 

本契約に基づき行うべき通知は、書面によるもの

とし、次のいずれかの時点で、十分に通知された

ものとみなされます。（1）直接手渡しの場合は引

き渡しの時点。（2）翌日配達便による郵送の場合

は翌営業日、又は翌日配達便が利用できない場

合は、認定された速達便業者によるその他の速

達便による郵送の翌営業日。（3）電子メールによ

る配信の場合は配信日と同じ営業日。「営業日」と

は、土曜日、日曜日、祝日を除く、日本の銀行が

営業している日を指します。 

第12条 本一般利用規約の変更 

1NCEは、変更が（1）お客様の一般の利益に適う

場合又は（2）本契約の目的に矛盾せずかつ変更

の必要性、変更内容の妥当性その他変更に関す

る事情に照らし合理的である場合に、本GTCを変

更することができます。お客様は、該当する変更

の発効日から契約関係を終了させる権利を有しま
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す。お客様が発効日までに解約しない場合、該当

する変更は発効の時点で本契約の不可欠な部分

になるものとします。1NCEは、変更通知において、

この法的結果をお客様に通知するものとします。 

第13条 最終条項 

1. お客様は、書面（電子メールを含みます。）

により1NCEが事前に同意した後に限り、契約

又は本GTCに起因する請求、権利又は義務を

第三者に譲渡又は移転することができます。 

2. 1NCEは、本サービスの全部又は一部を関連会

社又は下請業者にいつでも委託する権利を有

します。但し、この場合、1NCEは、お客様に

関連する本サービスの提供について引き続き

全面的に責任を負います。 

3. 本GTCのいずれかの条項が無効となる場合で

も、残りの条項はその影響を受けずに存続す

るものとします。無効な条項は、適用される

法定の条項に置き換えられるものとします。 

4. 本GTCは、日本法に準拠し、同法に従って解

釈されるものとします。国際物品売買契約に

関する国連条約（CISG）は、本GTCには適用

されないものとします。 

5. 1NCE及びお客様は、本GTC及び本契約に関す

る一切の紛争について、東京地方裁判所を第

一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合

意します。 
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Service-Specific Terms for 1NCE Whereabouts 

1. 1NCE's service-specific performance obligations 
1.1 The 1NCE Device Locator Plus (hereinafter “DLP”) 

as part of 1NCE Whereabouts is a software solu-
tion that provides enhanced capabilities for Cus-
tomers to locate IoT SIMs that are used as part of 
the 1NCE Connect Services. DLP is distinct from 
the standard functionality of the device locator in-
cluded in 1NCE OS. From a functional perspective, 
DLP provides for improved localization accuracy 
and additional data for demanding applications. 
Such improvements are realized by combining lo-
cation data generated within the communications 
networks used for the provision of 1NCE Connect 
Services with other general location data of a 
third-party cloud service provider acting as a sub-
contractor. Geofencing as part of 1NCE Wherea-
bouts offers alerts when a device enters or exits a 
pre-defined area. DLP, Geofencing and the under-
lying services are hereinafter referred to alto-
gether as the “Whereabouts Services”. The type 
and scope of the Whereabouts Services and their 
different features as well as the technical prereq-
uisites that are to be complied with by the Cus-
tomer are set out in the Service Description. 

1.2 The Whereabouts Services are only available to el-
igible Customers that have also ordered 1NCE 
Connect Services and 1NCE OS Services and may 
only be used with the software provided by 1NCE 
together with such other Services. Each Wherea-
bouts Services can be ordered separately by the 
Customer in the web shop. The present Service-
Specific Terms leave unaffected the simultaneous 
application of any and all other terms applicable 
to the 1NCE OS Services, including their relevant 
Service-Specific Terms. 

2. Service-specific terms of use and cooperation ob-
ligations of the Customer 

2.1 The Customer acknowledges and accepts the fol-
lowing restrictions of use for the Whereabouts 
Services: 
a) The 1NCE Connect Services underlying the 

use of the Whereabouts Services are mobile 
communications services intended solely for 
use with IoT devices that automatically com-
municate on an M2M basis; 

b) the Customer will only connect the IoT SIMs 
to IoT devices that communicate as stipulated 
in lit. a) above and refrain from connecting 
any IoT SIM to other telecommunications de-

vices such as Smartphones or other input de-
vices of whatsoever kind that would also allow 
other end users (e.g., employees or custom-
ers of the Customer) to initiate telecommuni-
cations activities at their discretion through 
such devices; 

c) only the Customer will use the relevant IoT 
devices equipped with an IoT SIM by manag-
ing the same via the 1NCE OS platform and 
initiating their M2M telecommunications ac-
tivities for the intended purposes; and 

d) the Customer shall not use the Whereabouts 
Services to track the location of any natural 
person, including where a natural person ac-
companies the moving IoT SIM. 

Due to their sole objective of enabling M2M re-
lated telecommunications, the Whereabouts Ser-
vices are not technically conceived to comply with 
additional regulatory requirements that could ap-
ply if the aforementioned service restrictions are 
not observed by the Customer The Customer’s 
compliance with the service restrictions set out 
under lit. a) to d) above altogether form 1NCE’s 
“Acceptable Use Policy” under which the Wherea-
bouts Services are necessarily provided by 1NCE. 
The Customer agrees to comply with such Ac-
ceptable Use Policy at all times. 

2.2 In using the Whereabouts Services, the Customer 
will comply with all applicable laws and regulations 
that apply regarding the use of location-based 
services in the jurisdiction of use. In particular, the 
Customer shall refrain from any unlawful use of 
the Whereabouts Services that would constitute 
an illicit third-party location tracking. 

2.3 Where 1NCE becomes aware of factual indications 
that the Customer might use the Whereabouts 
Services in breach of the Acceptable Use Policy or 
otherwise in breach of applicable laws and regula-
tions, 1NCE may restrict or suspend the provision 
of the Whereabouts Services as per Section 3.7 lit. 
b) and/or c) of Part A of the GTC. 

3. Service-specific provisions on charges / Objec-
tions of the Customer 

3.1 The Whereabouts Services are charged on a pre-
paid basis.  

a) DLP: Through payment of the corre-
sponding charges, the Customer ac-
quires in advance certain volume pack-

https://1nce.com/wp-content/1NCE-global-service-description-EN.pdf
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ages that may be used for each localiza-
tion event during a maximum usage pe-
riod of 12 months (“Location Resolu-
tions”). A localization event triggering the 
use of a Location Resolution and the de-
duction of the same from the volume of 
available Location Resolutions occurs 
when the position of the IoT device 
equipped with the relevant IoT SIM is suc-
cessfully resolved through creating a new 
PDP (Packet Data Protocol) context. A 
“PDP context” means the establishment 
of a data session between a mobile sta-
tion and a Gateway GPRS (General Packet 
Radio Service) Support Node through 
which the Customer’s IoT device 
equipped with the IoT SIM can exchange 
IP packets with the relevant network. The 
frequency with which the relevant IoT de-
vice shall establish a PDP context is de-
pendent on the device. 

b) Geofencing: Through payment of the cor-
responding charges, the Customer ac-
quires in advance certain volume pack-
ages (“Position Evaluations”) that may be 
used for Geofencing Events during a 
maximum usage period of 12 months. A 
geofencing event triggering the use and 
deduction of one Position Evaluation oc-
curs when the position of an IoT device, 
equipped with the relevant IoT SIM, 
moves into or out of a predefined geo-
graphical area (“Geofence Event”) created 
by the Customer within the Whereabouts 
Service. 

3.2 The Whereabouts Services shall not be activated 
for the first time until 1NCE has been able to rec-
ord the complete receipt of payment for one of 
the volume packages of Location Resolutions 
and/or Position Evaluation and will be automati-
cally deactivated in case no usable Location Reso-
lutions or Position Evaluations remain within the 
Customer’s 1NCE OS account. Each purchased 
volume package has a usage period of twelve (12) 
months. The activation of the Location resolutions 
and/or the Position Evaluations shall start no ear-
lier than upon receipt of the invoice payment by 
1NCE. The Customer may purchase additional vol-
ume packages of Location Resolutions and/or Po-
sition Evaluations at a later stage, either while the 
Whereabouts Services are active or in order to re-
activate the same. Newly purchased volume pack-

ages will be added to the Customer's suborgani-
zation but will not extend the usage period of any 
existing Location Resolutions or Position Evalua-
tions. Each volume package will remain valid for 
12 months from the date of its purchase. 

3.3 Unless otherwise agreed between the parties, the 
charges to be paid by the Customer for the pur-
chase of additional Location Resolutions/Position 
Evaluations shall be determined by the then-cur-
rent price list of 1NCE applicable at the time of 
purchase. 

3.4 The number of available Location Resolutions/Po-
sition Evaluations and the applicable usage period 
are indicated in the Customer’s 1NCE OS subor-
ganization. Location Resolutions are pooled 
across all IoT devices within a Customer’s subor-
ganization and can be used by the Customer flex-
ibly across all IoT devices. The same applies to Po-
sition Evaluations, which can be used across all IoT 
devices within a suborganization.  

4. Service-specific provisions on contract term and 
termination 

4.1 The contractual relationship regarding the provi-
sion of Whereabouts Services is concluded for an 
indefinite period of time. It may be terminated 
without cause by: 
a) the Customer at any time without notice; and  
b) 1NCE with a period of two weeks’ notice, but 

not with effect before the end of the usage pe-
riod for the Customer’s last available Location 
Resolution. 

Such separate termination of the Whereabouts 
Services leave unaffected other parts of the Con-
tract. 

4.2 Any outstanding charges remain unaffected by 
the termination of the contractual relationship. No 
compensation for any unused Location Resolu-
tions that may still exist at the time of termination 
of the Contract shall be payable to the Customer, 
unless 1NCE is responsible for an extraordinary 
termination by the Customer for good cause (see 
Section 6.2 of Part A of these GTC). 

5. Data Protection and other related legal require-
ments 

5.1 With the proviso that the Whereabout Services are 
used by the Customer (i) in the agreed non-per-
sonal M2M manner and (ii) in accordance with the 
Acceptable Use Policy, it is assumed that the use 
of the Whereabouts Services will normally not di-
rectly trigger any mutual data protection related 
obligations of the parties. 
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5.2 However, there may be use cases of the Wherea-
bouts Services in which the Customer, without 
1NCE necessarily being aware of it, brings certain 
natural persons (e.g., employees or customers of 
the Customers accompanying the moving IoT de-
vice) in connection with the IoT device which may 
indirectly lead to a simultaneous processing of 
such data subject’s personal (location) data. In 
such cases, the Customer is responsible, as the 
Data Controller, for complying with any and all rel-
evant data protection-related obligations tor-
wards the relevant data subject and any other ob-
ligations that applicable laws might set forth to 

that effect.  
5.3 As the parties cannot exclude that the use cases 

referred to in Section 5.2 above might result in the 
provision of the Whereabouts Services by 1NCE 
being considered as data processing on behalf of 
the Customer, the parties hereby enter, on a pre-
cautionary basis, into a data processing agree-
ment, where such agreement would be required 
under Art. 28 GDPR. Further details are set out in 
the data protection information of 1NCE available 
at https://www.1nce.com/en-us/privacy-policy

 

https://www.1nce.com/en-us/privacy-policy
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